
山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
附
録
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

規
　
　
　
　
　
則

○
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（

五
九
）
号
外（
二
八
）
一
　
　
　
一

告
　
　
　
　
　
示

○
字
の
名
称
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
一
）
号
外（
二
八
）
一
　
　
　
一

○
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
変
更
　
　
　
（
二
〇
二
）

同
　
　
　
同
　
　
同

関
東
・
中
部
・
東
北
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
三
）

同
　
　
　
同
　
　
同

部
変
更

○
市
町
村
の
廃
置
分
合
に
伴
う
郡
の
人
口
の
告
示
　
　
　
　
（
二
〇
四
）

二
〇
五
　
　
三

○
市
町
村
の
廃
置
分
合
に
伴
う
市
の
人
口
の
告
示
　
　
　
　
（
二
〇
五
）

同
　
　
同

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
介
護
機
関
の
指
定
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
六
）

同
　
　
同

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
変
更
　
　
　
　
（
二
〇
七
）

二
〇
九
　
同

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
　
　
　
　
（
二
〇
八
）

二
一
〇
　
同

○
結
核
予
防
法
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
　
　
　
　
（
二
〇
九
）

同
　
　
同

（
二
一
〇
）

○
漁
業
協
同
組
合
の
遊
漁
規
則
の
変
更
（
三
件
）

〜
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

（
二
一
二
）

（
二
一
三
）

○
道
路
の
区
域
変
更
（
七
件
）

〜
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
　
同

（
二
一
九
）

（
二
二
〇
）

○
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）

〜
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四
　
同

（
二
二
二
）

（
二
二
三
）

○
字
の
区
域
変
更
（
五
件
）

〜
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

（
二
二
七
）

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
適
当
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
八
）

二
一
九
　
同

（
二
二
九
）

○
使
用
料
の
収
納
事
務
の
委
託
（
四
件
）

〜
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

（
二
三
二
）

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
　
　
　
　
　
　
（
二
三
三
）

二
二
七
　
　
七

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
施
術
機
関
の
指
定
　
　
　
　
　
　
（
二
三
四
）

二
二
八
　
同

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
変
更
　
　
　
　
（
二
三
五
）

同
　
　
同

○
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
　
　
　
　
（
二
三
六
）

二
二
九
　
同

（
二
三
七

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）

同
　
　
同

（
二
三
八
）

○
河
川
法
に
基
づ
く
兼
用
工
作
物
の
工
事
等
の
協
議
　
　
　
（
二
三
九
）

二
三
〇
　
同

（
二
四
〇
）

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
四
件
）

〜
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

（
二
四
三
）

○
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
四
四
）

二
三
五
　
一
〇

○
予
防
接
種
の
業
務
を
行
う
医
師
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
四
五
）

同
　
　
同

○
予
防
接
種
の
業
務
の
承
諾
を
撤
回
し
た
医
師
　
　
　
　
　
（
二
四
六
）

二
三
六
　
同

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
四
七
）

同
　
　
同

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
四
八
）

同
　
　
同

○
道
路
の
区
域
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
四
九
）

同
　
　
同

（
二
五
〇
）

○
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
（
二
件
）

同
　
　
同

（
二
五
一
）

○
道
路
の
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
五
二
）

二
四
三
　
一
四

（
二
五
三
）

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
三
件
）

〜
　
　
　
　
　
　
　
二
四
五
　
一
七

（
二
五
五
）

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
　
　
　
　
　
　
　
（
二
五
六
）

二
四
六
　
同

（
二
五
七
）

○
土
地
改
良
事
業
施
行
の
同
意
（
二
件
）

同
　
　
同

（
二
五
八
）

○
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結
に
伴
う
告
示
　
　
　
　
　
　
（
二
五
九
）

二
五
三
　
二
一

平
成
十
五
年

四
　
月
　
中

山
梨
県
公
報
目
録

第
千
三
百
七
十
一
号
か
ら

本
紙｛
第
千
三
百
七
十
八
号
ま
で

第
二
十
八
号
か
ら

号
外　｛
第
四
十
号
ま
で

公
文
件
名
の
下
の
数
字
上
段
括

弧
内
は
番
号
、中
段
は
ペ
ー
ジ
、

下
段
は
掲
載
日
を
示
す
。

凡　例



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
附
録
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

二

（
二
六
〇
）

○
使
用
料
の
収
納
事
務
の
委
託
（
三
件
）

〜
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

（
二
六
二
）

○
土
地
収
用
事
業
の
認
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
六
三
）

二
五
四
　
同

○
廃
川
敷
地
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
六
四
）

同
　
　
同

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
確
認
検
査
機
関
の
指
定
　
　
（
二
六
五
）

二
五
五
　
同

○
使
用
料
の
収
納
事
務
の
委
託
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
六
六
）

二
六
一
　
二
四

○
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
六
七
）

同
　
　
同

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
一
部
変
更
の
認
可
　
　
　
　
　
　
（
二
六
八
）

同
　
　
同

○
広
域
連
合
の
規
約
の
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
六
九
）

二
六
七
　
二
八

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
適
当
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
七
〇
）

同
　
　
同

○
臨
時
県
議
会
の
招
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
七
一
）
号
外（
三
九
）
一
　
　
三
〇

訓
　
　
　
　
　
令

山
梨
県
長
期
計
画
策
定
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

八
）

二
三
一
　
　
七

令山
梨
県
青
少
年
総
合
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

九
）

二
三
二
　
同

訓
令

山
梨
県
市
町
村
合
併
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
〇
）

同
　
　
同

訓
令

環
境
首
都
・
山
梨
づ
く
り
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
一
）

同
　
　
同

す
る
訓
令

○
山
梨
県
行
財
政
改
革
推
進
本
部
規
程
　
　
　
　
　
　
　
　
（

一
二
）

二
三
七
　
一
〇

公
　
　
　
　
　
告

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項
の

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
〇
　
　
三

変
更
の
届
出

○
松
く
い
虫
駆
除
命
令
内
容
の
公
表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
基
本
測
量
の
終
了
（
二
件
）

二
二
一
　
同

○
基
本
測
量
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二
　
同

て

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て
（
二
件
）

同
　
　
同

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
二
　
　
七

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

て
○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
三
　
同

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
八
　
一
〇

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
公
共
測
量
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
（
三
件
）

同
　
　
同

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
九
　
同

て
○
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し（
四
件
）

二
四
六
　
一
七

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
七
　
同

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
（
四
件
）

同
　
　
同

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
九
　
同

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
五
　
二
一

○
落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て
（
三
件
）

同
　
　
同

狩
猟
免
許
試
験
及
び
狩
猟
免
許
の
更
新
に
係
る
適
性
検
査

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
六
　
同

等
の
実
施

○
甲
府
及
び
峡
東
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

て
（
二
件
）

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
一
　
二
四

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
二
　
同

て
○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
七
　
二
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
附
録
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

三

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

選
挙
管
理
委
員
会

政
治
活
動
の
た
め
寄
附
を
受
け
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
外（
二
九
）
一
　
　
　
一

で
き
な
い
団
体

不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に
関
す

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

る
告
示
の
一
部
改
正

条
例
の
制
定
若
し
く
は
改
廃
の
請
求
又
は
監
査
の
請
求
を

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
外（
三
〇
）
一
　
　
　
三

す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数

県
議
会
の
解
散
の
請
求
又
は
知
事
等
若
し
く
は
県
の
選
挙

○
管
理
委
員
会
等
の
委
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数

県
議
会
の
議
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数

○
山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
執
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
外（
三
一
）
一
　
　
　
四

山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
各
選
挙
区
の
選
挙

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

長
及
び
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
い
て
山
梨
県
選
挙
管
理

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
二
　
　
同

委
員
会
書
記
が
駐
在
し
て
執
行
す
る
場
所

山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
い
て
候
補
者
等
が
山
梨

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
三
　
　
同

県
選
挙
管
理
委
員
会
に
す
る
届
出
等
の
受
付
場
所

山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
各
選
挙
区
の
選
挙

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
四
　
　
同

会
の
場
所
及
び
日
時

山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
五
　
　
同

に
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
日

山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
い
て
開
票
事
務
を
選
挙

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

会
事
務
に
併
せ
て
行
う
選
挙
区

山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
各
選
挙
区
の
選
挙

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

運
動
に
関
す
る
支
出
金
額
の
制
限
額

山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
区
の
選
挙
長

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

の
事
務
を
行
う
場
所
（
十
五
件
）

山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
区
の
選
挙
立

○
会
人
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時
（
十
五
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
七
　
　
同

件
）

山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
い
て
開
票
の
事
務
を
選

○
挙
会
場
に
お
い
て
選
挙
会
の
事
務
に
併
せ
て
行
う
選
挙
区
　
　
　
　
　
号
外（
三
二
）
一
　
　
　
四

の
一
部
改
正

山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

び
日
時
の
一
部
改
正

○
山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
無
投
票
と
な
っ
た

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
一
〇
　
同

選
挙
区
（
五
件
）

○
山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
と
同
時
に
行
う
選
挙
　
　
　
　
　
　
　
　
号
外（
三
三
）
一
　
　
　
八

条
例
の
制
定
若
し
く
は
改
廃
の
請
求
又
は
監
査
の
請
求
を

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
外（
三
四
）
一
　
　
一
四

す
る
こ
と
が
で
き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数

県
議
会
の
解
散
の
請
求
又
は
知
事
等
若
し
く
は
県
の
選
挙

○
管
理
委
員
会
等
の
委
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

き
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数

県
議
会
の
議
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
選

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

挙
権
を
有
す
る
者
の
一
定
数

山
梨
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
当
選
人
の
住
所
及

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
外（
三
五
）
一
　
　
一
五

び
氏
名

○
衆
議
院
山
梨
県
第
三
区
選
出
議
員
補
欠
選
挙
の
執
行
　
　
　
　
　
　
　
号
外（
三
六
）
一
　
　
一
五

衆
議
院
山
梨
県
第
三
区
選
出
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

挙
長
及
び
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者

衆
議
院
山
梨
県
第
三
区
選
出
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

挙
会
の
場
所
及
び
日
時

衆
議
院
山
梨
県
第
三
区
選
出
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
政

○
見
放
送
の
放
送
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
日
時
及
び
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

場
所

衆
議
院
山
梨
県
第
三
区
選
出
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選

○
挙
公
報
の
掲
載
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
日
時
及
び
場
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

所衆
議
院
山
梨
県
第
三
区
選
出
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
ポ

○
ス
タ
ー
掲
示
場
に
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
二
　
　
同

日衆
議
院
山
梨
県
第
三
区
選
出
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

挙
運
動
に
関
す
る
支
出
金
額
の
制
限
額

衆
議
院
山
梨
県
第
三
区
選
出
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所

衆
議
院
山
梨
県
第
三
区
選
出
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

挙
立
会
人
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時

衆
議
院
山
梨
県
第
三
区
選
出
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
候

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
外（
三
七
）
一
　
　
一
五

補
者
の
届
出

衆
議
院
山
梨
県
第
三
区
選
出
議
員
補
欠
選
挙
の
当
選
人
の

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
外（
三
八
）
一
　
　
三
〇

住
所
及
び
氏
名
並
び
に
届
出
政
党
の
名
称



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
七
十
九
号
附
録
　
　
平
成
十
五
年
五
月
一
日

四

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
外（
四
〇
）
一
　
　
三
〇

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
七
　
　
同

人

事

委

員

会

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
外（
二
八
）
一
　
　
　
一

す
る
規
則

○
寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
　
　
同

監
　
査
　
委
　
員

○
監
査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
状
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
九
　
一
〇

公

安

委

員

会

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
外（
二
八
）
二
　
　
　
一

る
規
則

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
三
　
　
三

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
九
　
一
〇

る
規
則

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
〇
　
同

自
転
車
の
安
全
利
用
の
促
進
及
び
自
転
車
駐
車
場
の
整
備

○
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
項
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
〇
　
一
七

規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正

○
技
能
検
定
員
等
審
査
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
一
　
同

警
備
業
者
及
び
警
備
員
の
護
身
用
具
の
携
帯
の
禁
止
・
制

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
三
　
二
四

限
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
平
成
十
五
年
度
自
動
車
等
の
運
転
免
許
試
験
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
四
　
同

そ
　
　
の
　
　
他

地
方
公
営
企
業
労
働
関
係
法
に
基
づ
く
労
働
組
合
に
関
す

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
八
　
二
八

る
労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
範
囲

正
　
　
　
　
　
誤

○
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日
付
け
号
外
第
二
十
二
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
　
　
三

○
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日
付
け
号
外
第
十
九
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
八
　
二
一

○
平
成
十
五
年
三
月
二
十
七
日
付
け
号
外
第
二
十
二
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

○
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
付
け
号
外
第
二
十
三
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
九
　
同

平
成
十
五
年
五
月
一
日
　
印
　
刷

平
成
十
五
年
五
月
一
日
　
発
　
行

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

発
　
行
　
者
　
　
　
　
山
　
　
　
　
　
梨
　
　
　
　
　
県

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

株
式

印
　
刷
　
所

会
社
　
サ

ン

ニ

チ

印

刷


